
このたび、令和３年度から８年度までを計画期間と
する「第４期横浜市障害者プラン」を策定しました。障
害のある方もない方も、お互いに人格と個性を尊重し
合い、自分らしくいきいきと地域で生活できるよう、中
長期的なビジョンを持って、効果的に施策を展開して
いきます。
多くの尊い命が理不尽に奪われた「津久井やまゆり
園」での事件をはじめ、各地でのグループホームの建
設反対運動など、依然として、障害のある方の生命や生活が脅かされる出来事が
起こっています。障害のある方への理解がいまだ十分ではないことを思い知らされ
る、この現状を前に、私たちは改めて「障害者の権利に関する条約」の理念を見つ
めなおしました。このたびのプランには、条約が唱える、障害のある方の人権と尊厳
を尊重することの大切さを、基本目標に掲げています。
プランの策定にあたっては、アンケート調査やインタビュー、意見交換会を通じて、
障害のある方やご家族、支援者の皆様から、大変貴重なご意見を頂戴しました。熱
心にご議論いただきました横浜市障害者施策推進協議会、障害者施策検討部会
の委員の皆様をはじめ、当事者・関係団体の皆様、パブリックコメント※などを通じ
てご意見・ご提案をくださった多くの市民の皆様に厚く御礼申し上げます。
たくさんの方々と議論を重ね、ご一緒に作り上げたこのプランを道しるべに、横浜
市の障害者福祉施策に全力で取り組んでいきます。今後とも、どうぞよろしくお願
い申し上げます。
令和３年４月

※パブリックコメントとは、市が計画等を策定するに当たって、その素案を広く市民の皆様に公表し、皆様から寄せられた

ご意見を案に取り入れることができるか検討するとともに、寄せられたご意見に対する市の考え方とその検討結果を

公表する手続きのことです。
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横浜市では、障害施策に関わる中長期的な計画である「障害者プラン」（以下「プラン」という。）

を、平成16年度に策定しました。その後、21年度に「第２期プラン」、27年度に「第３期プラン」を策

定し、障害者が自己選択・自己決定のできる社会の構築という視点を中心に、施策を推進してき

ました。

このプランは、次の三つの法定計画（策定するよう法令で決められている計画）の性質を持つ計

画です。

一つ目は、「障害者基本法」に基づく、障害者に関する施策の方向性等を定める基本的な計画

である「障害者計画」です。二つ目は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（障害者総合支援法）」に基づき、障害福祉におけるサービスごとに、必要な利用の見込

み量を定め、その円滑な実施の確保を進めていくことを定める「障害福祉計画」です。三つ目は、

「児童福祉法」に基づく、障害児福祉におけるサービスごとに、必要な利用の見込み量を定め、そ

の円滑な実施の確保を進めていくことを定める「障害児福祉計画」です。

第４期プランも、引き続き、横浜市の施策と、国が定める障害福祉サービスの連携を図っていく

必要があることから、この三つの計画を一体的に策定します。

障害のあるなしにかかわらず、全ての市民が、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個

人として尊重されることを前提に、障害のあるなしによって分け隔てられることなく、相互に人格と

個性を尊重し合いながら暮らすことのできるまちを実現していくことが必要です。

そのため、第４期プランでは、「障害のある人もない人も、誰もが人格と個性を尊重し合いなが

ら、地域共生社会の一員として、自らの意思により自分らしく生きることができるまちヨコハマを目

指す」を基本目標として掲げました。また、基本目標の実現に向け必要な７つの視点を設定し、本

市における障害福祉施策をしっかりと進めていきます。

第３期プランは、平成27年度（2015年度）から令和２年度（2020年度）までの６年間を計画期

間として策定しました。

また、中間期である平成29年度末（2017年度末）には、「障害福祉計画」部分について、３年を

１期として作成することとしている「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を

確保するための基本的な指針」（国が障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定に関して定めた

もの）に 基づく見直しのほか、児童福祉法の改正に伴う「障害児福祉計画」の一体的策定を行う

とともに、プラン全体の振り返りと後期３年間の方向性をまとめた改訂版を策定しました。

第４期プランについても、第３期プランと同じく、中長期的なビジョンを持って施策を進めていくた

めに、計画期間を６年間として策定します。

また、障害福祉計画及び障害児福祉計画の部分については、３年後に見直しを実施します。そ

のほかにも、第４期プランの進行管理や進捗を評価し、その施策・事業の必要性の検討、事業規

模や期間などを見直すとともに、社会情勢やニーズの変化に伴う新しい課題に柔軟に対応するた

めの施策の再構築なども併せて実施します。

横浜市では、個別の法律を根拠とする福祉保健等の分野別計画として、「よこはま地域包括ケ

ア計画（横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画）」、「健康横浜

21」、「横浜市子ども・子育て支援事業計画」、「横浜市住生活基本計画」、「横浜市教育振興基本

計画」があります。これに加えて、「よこはま保健医療プラン」という横浜市独自の保健医療施策に

関する総合的な計画があります。

また、「横浜市地域福祉保健計画」は、地域の視点から高齢者、障害者、子ども・若者等の対象

者や、保健や健康に関する分野別計画に共通する理念、方針及び取組推進の方向性等を明示

し、対象者全体の地域生活の充実を図ることを目指しています。また、住民、事業者及び公的機関

が協働する基本的な事項を横断的に示すことで、地域における展開を総括する役割を果たしま

す。分野別計画に掲げた事業や地域活動支援は、地域福祉保健計画と相互に連携して取組を進

めることで対象者の地域生活の充実を図っていきます。

このように、障害のあるなしにかかわらず、地域での生活を支援するためには、人々の暮らしの

場である地域において、様々な取組をそれぞれの関係性や相互のつながり、取組全体の方向性、

連続性といった視点でとらえ、それぞれを関連付けて行うことが必要です。

施策の展開に当たっては、関係するそれぞれの分野別計画が、有機的に連動していくことによっ

て、一層の効果が上がってきます。

行政分野ごとの専門性を充実させ、質の高い施策を展開していくとともに、関連する分野を意

識し、整合性を図りながら一体的に推進していきます。
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横浜市では、障害施策に関わる中長期的な計画である「障害者プラン」（以下「プラン」という。）

を、平成16年度に策定しました。その後、21年度に「第２期プラン」、27年度に「第３期プラン」を策

定し、障害者が自己選択・自己決定のできる社会の構築という視点を中心に、施策を推進してき

ました。

このプランは、次の三つの法定計画（策定するよう法令で決められている計画）の性質を持つ計

画です。

一つ目は、「障害者基本法」に基づく、障害者に関する施策の方向性等を定める基本的な計画

である「障害者計画」です。二つ目は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（障害者総合支援法）」に基づき、障害福祉におけるサービスごとに、必要な利用の見込

み量を定め、その円滑な実施の確保を進めていくことを定める「障害福祉計画」です。三つ目は、

「児童福祉法」に基づく、障害児福祉におけるサービスごとに、必要な利用の見込み量を定め、そ

の円滑な実施の確保を進めていくことを定める「障害児福祉計画」です。

第４期プランも、引き続き、横浜市の施策と、国が定める障害福祉サービスの連携を図っていく

必要があることから、この三つの計画を一体的に策定します。

障害のあるなしにかかわらず、全ての市民が、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個

人として尊重されることを前提に、障害のあるなしによって分け隔てられることなく、相互に人格と

個性を尊重し合いながら暮らすことのできるまちを実現していくことが必要です。

そのため、第４期プランでは、「障害のある人もない人も、誰もが人格と個性を尊重し合いなが

ら、地域共生社会の一員として、自らの意思により自分らしく生きることができるまちヨコハマを目

指す」を基本目標として掲げました。また、基本目標の実現に向け必要な７つの視点を設定し、本

市における障害福祉施策をしっかりと進めていきます。

第３期プランは、平成27年度（2015年度）から令和２年度（2020年度）までの６年間を計画期

間として策定しました。

また、中間期である平成29年度末（2017年度末）には、「障害福祉計画」部分について、３年を

１期として作成することとしている「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を

確保するための基本的な指針」（国が障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定に関して定めた

もの）に 基づく見直しのほか、児童福祉法の改正に伴う「障害児福祉計画」の一体的策定を行う

とともに、プラン全体の振り返りと後期３年間の方向性をまとめた改訂版を策定しました。

第４期プランについても、第３期プランと同じく、中長期的なビジョンを持って施策を進めていくた

めに、計画期間を６年間として策定します。

また、障害福祉計画及び障害児福祉計画の部分については、３年後に見直しを実施します。そ

のほかにも、第４期プランの進行管理や進捗を評価し、その施策・事業の必要性の検討、事業規

模や期間などを見直すとともに、社会情勢やニーズの変化に伴う新しい課題に柔軟に対応するた

めの施策の再構築なども併せて実施します。

横浜市では、個別の法律を根拠とする福祉保健等の分野別計画として、「よこはま地域包括ケ

ア計画（横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画）」、「健康横浜

21」、「横浜市子ども・子育て支援事業計画」、「横浜市住生活基本計画」、「横浜市教育振興基本

計画」があります。これに加えて、「よこはま保健医療プラン」という横浜市独自の保健医療施策に

関する総合的な計画があります。

また、「横浜市地域福祉保健計画」は、地域の視点から高齢者、障害者、子ども・若者等の対象

者や、保健や健康に関する分野別計画に共通する理念、方針及び取組推進の方向性等を明示

し、対象者全体の地域生活の充実を図ることを目指しています。また、住民、事業者及び公的機関

が協働する基本的な事項を横断的に示すことで、地域における展開を総括する役割を果たしま

す。分野別計画に掲げた事業や地域活動支援は、地域福祉保健計画と相互に連携して取組を進

めることで対象者の地域生活の充実を図っていきます。

このように、障害のあるなしにかかわらず、地域での生活を支援するためには、人々の暮らしの

場である地域において、様々な取組をそれぞれの関係性や相互のつながり、取組全体の方向性、

連続性といった視点でとらえ、それぞれを関連付けて行うことが必要です。

施策の展開に当たっては、関係するそれぞれの分野別計画が、有機的に連動していくことによっ

て、一層の効果が上がってきます。

行政分野ごとの専門性を充実させ、質の高い施策を展開していくとともに、関連する分野を意

識し、整合性を図りながら一体的に推進していきます。

（1）計画期間
けいかく   き かん

❶計画策定の趣旨
けい    かく    さく     てい             しゅ     し

❷計画の位置付け
けい    かく               い      ち       づ

第 1章
だい           しょう

  計画の概要
  けい        かく                   がい       よう

           よこはまし                 しょうがいしさく       かか           ちゅうちょうきてき       けいかく                   しょうがいしゃ                        いか

          へいせい         ねんど        さくてい                                   ご              ねんど           だい     き                                ねんど          だい     き                         さく

  てい         しょうがいしゃ          じこせんたく           じこけってい                         しゃかい        こうちく                 してん       ちゅうしん          しさく        すいしん

                                         つぎ      みっ            ほうていけいかく     さくてい                    ほうれい         き                                けいかく          せいしつ       も       けい

  かく

        ひと       め               しょうがいしゃきほんほう            もと             しょうがいしゃ      かん            しさく         ほうこうせい  とう      さだ             きほんてき        けいかく

                      しょうがいしゃけいかく                  ふた       め             しょうがいしゃ       にちじょうせいかつおよ       しゃかいせいかつ        そうごうてき         しえん

              ほうりつ   しょうがいしゃ そうごう    しえん  ほう            もと              しょうがい ふくし                                                              ひつよう        りよう          みこ

       りょう     さだ                    えんかつ        じっし          かくほ        すす                                   さだ              しょうがい ふくし   けいかく                   みっ       め

       じどう      ふくし ほう         もと              しょうがいじ    ふくし                                                               ひつよう        りよう           みこ         りょう    さだ

        えんかつ        じっし        かくほ        すす                                   さだ              しょうがいじ    ふくし   けいかく

        だい     き                           ひ      つづ           よこはまし          しさく           くに      さだ             しょうがいふくし                             れんけい      はか

  ひつよう                                                 みっ             けいかく      いったいてき       さくてい

       しょうがい                                                             すべ              しみん           ひと           きほんてき    じんけん    きょうゆう                                                  こ

  じん              そんちょう                              ぜんてい        しょうがい                                               わ       へだ                                            そうご        じんかく

    こせい      そんちょう      あ                        く                                                        じつげん                                  ひつよう

                                 だい     き                                  しょうがい                ひと                 ひと         だれ            じんかく       こせい       そんちょう     あ

           ちいき きょうせい しゃかい       いちいん                 みずか           いし                     じぶん                い                                                                              め

    ざ                きほん  もくひょう               かか                                      きほん  もくひょう      じつげん        む       ひつよう                       してん       せってい          ほん

   し                       しょうがい ふくし    しさく                               すす

        だい     き                          へいせい         ねんど                     ねんど                 れいわ        ねんど                     ねんど                         ねんかん      けいかく  き

  かん               さくてい

                      ちゅうかんき                 へいせい         ねんど   まつ                    ねんど  まつ                    しょうがい ふくし  けいかく      ぶぶん                              ねん

       き                 さくせい                                               しょうがい  ふくし                        とう およ       しょうがいじ  つうしょ   しえん   とう      えんかつ        じっし        
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第３期横浜市障害者プラン
だい     き   よこはまし しょうがいしゃ

第４期横浜市障害者プラン 
だい     き   よこはまし しょうがいしゃ

障害者計画
しょうがいしゃけいかく

障害者計画
しょうがいしゃけいかく

障害福祉計画
しょうがいふくし  けいかく 障害福祉計画

しょうがいふくし  けいかく

障害児福祉計画
しょうがいじ   ふくし  けいかく

障害福祉計画
しょうがいふくし  けいかく

障害児福祉計画
しょうがいじ   ふくし  けいかく

障害福祉計画
しょうがいふくし  けいかく

障害児福祉計画
しょうがいじ   ふくし  けいかく

障害者計画：施策の方向性及び個別の事業等を定める計画

障害福祉計画：障害福祉サービス利用の見込み量等を定める計画

障害児福祉計画：障害児福祉サービス利用の見込み量等を定める計画

しょうがいしゃけいかく    しさく        ほうこうせい およ       こべつ        じぎょう とう     さだ           けいかく

しょうがいふくし  けいかく   しょうがい ふくし                        りよう           みこ       りょうとう     さだ           けいかく

しょうがいじ    ふくし けいかく     しょうがいじ  ふくし                         りよう         みこ         りょうとう     さだ           けいかく

年
度

名
称

構
成

平成
27年度
（2015
年度）

へいせい

    ねんど

　

ねんど

ね
ん
ど

め
い
し
ょ
う

こ
う
せ
い

平成
28年度
（2016
年度）

へいせい

    ねんど

　

ねんど

平成
29年度
（2017
年度）

へいせい

    ねんど

　

ねんど

平成
30年度
（2018
年度）

へいせい

    ねんど

　

ねんど

令和
元年度
（2019
年度）

  れい わ

がんねんど

　

  ねんど

令和
2年度
（2020
年度）

れい わ

   ねんど

　

ねんど

令和
3年度
（2021
年度）

れい わ

   ねんど

　

ねんど

令和
4年度
（2022
年度）

れい わ

   ねんど

　

ねんど

令和
5年度
（2023
年度）

れい わ

    ねんど

　

ねんど

令和
6年度
（2024
年度）

れい わ

  ねんど

　

ねんど

令和
7年度
（2025
年度）

れい わ

   ねんど

　

ねんど

令和
8年度
（2026
年度）

れい わ

  ねんど

　

ねんど

横浜市では、障害施策に関わる中長期的な計画である「障害者プラン」（以下「プラン」という。）

を、平成16年度に策定しました。その後、21年度に「第２期プラン」、27年度に「第３期プラン」を策

定し、障害者が自己選択・自己決定のできる社会の構築という視点を中心に、施策を推進してき

ました。

このプランは、次の三つの法定計画（策定するよう法令で決められている計画）の性質を持つ計

画です。

一つ目は、「障害者基本法」に基づく、障害者に関する施策の方向性等を定める基本的な計画

である「障害者計画」です。二つ目は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（障害者総合支援法）」に基づき、障害福祉におけるサービスごとに、必要な利用の見込

み量を定め、その円滑な実施の確保を進めていくことを定める「障害福祉計画」です。三つ目は、

「児童福祉法」に基づく、障害児福祉におけるサービスごとに、必要な利用の見込み量を定め、そ

の円滑な実施の確保を進めていくことを定める「障害児福祉計画」です。

第４期プランも、引き続き、横浜市の施策と、国が定める障害福祉サービスの連携を図っていく

必要があることから、この三つの計画を一体的に策定します。

障害のあるなしにかかわらず、全ての市民が、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個

人として尊重されることを前提に、障害のあるなしによって分け隔てられることなく、相互に人格と

個性を尊重し合いながら暮らすことのできるまちを実現していくことが必要です。

そのため、第４期プランでは、「障害のある人もない人も、誰もが人格と個性を尊重し合いなが

ら、地域共生社会の一員として、自らの意思により自分らしく生きることができるまちヨコハマを目

指す」を基本目標として掲げました。また、基本目標の実現に向け必要な７つの視点を設定し、本

市における障害福祉施策をしっかりと進めていきます。

第３期プランは、平成27年度（2015年度）から令和２年度（2020年度）までの６年間を計画期

間として策定しました。

また、中間期である平成29年度末（2017年度末）には、「障害福祉計画」部分について、３年を

１期として作成することとしている「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を

確保するための基本的な指針」（国が障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定に関して定めた

もの）に 基づく見直しのほか、児童福祉法の改正に伴う「障害児福祉計画」の一体的策定を行う

とともに、プラン全体の振り返りと後期３年間の方向性をまとめた改訂版を策定しました。

第４期プランについても、第３期プランと同じく、中長期的なビジョンを持って施策を進めていくた

めに、計画期間を６年間として策定します。

また、障害福祉計画及び障害児福祉計画の部分については、３年後に見直しを実施します。そ

のほかにも、第４期プランの進行管理や進捗を評価し、その施策・事業の必要性の検討、事業規

模や期間などを見直すとともに、社会情勢やニーズの変化に伴う新しい課題に柔軟に対応するた

めの施策の再構築なども併せて実施します。

横浜市では、個別の法律を根拠とする福祉保健等の分野別計画として、「よこはま地域包括ケ

ア計画（横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画）」、「健康横浜

21」、「横浜市子ども・子育て支援事業計画」、「横浜市住生活基本計画」、「横浜市教育振興基本

計画」があります。これに加えて、「よこはま保健医療プラン」という横浜市独自の保健医療施策に

関する総合的な計画があります。

また、「横浜市地域福祉保健計画」は、地域の視点から高齢者、障害者、子ども・若者等の対象

者や、保健や健康に関する分野別計画に共通する理念、方針及び取組推進の方向性等を明示

し、対象者全体の地域生活の充実を図ることを目指しています。また、住民、事業者及び公的機関

が協働する基本的な事項を横断的に示すことで、地域における展開を総括する役割を果たしま

す。分野別計画に掲げた事業や地域活動支援は、地域福祉保健計画と相互に連携して取組を進

めることで対象者の地域生活の充実を図っていきます。

このように、障害のあるなしにかかわらず、地域での生活を支援するためには、人々の暮らしの

場である地域において、様々な取組をそれぞれの関係性や相互のつながり、取組全体の方向性、

連続性といった視点でとらえ、それぞれを関連付けて行うことが必要です。

施策の展開に当たっては、関係するそれぞれの分野別計画が、有機的に連動していくことによっ

て、一層の効果が上がってきます。

行政分野ごとの専門性を充実させ、質の高い施策を展開していくとともに、関連する分野を意

識し、整合性を図りながら一体的に推進していきます。

（2）他の計画との関係性
た        けいかく            かんけいせい

   かくほ                               きほんてき         ししん        くに      しょうがい  ふくし  けいかく  およ      しょうがいじ    ふくし   けいかく       さくてい      かん          さだ

                      もと            み なお                            じどう    ふくし  ほう      かいせい     ともな       しょうがいじ    ふくし    けいかく         いったいてき   さくてい     おこな

                                      ぜんたい       ふ      かえ            こうき      ねんかん       ほうこうせい                          かいていばん      さくてい

       だい     き                                               だい    き                      おな            ちゅうちょうきてき                               も             しさく        すす

               けいかく   きかん           ねんかん              さくてい

                    しょうがい  ふくし  けいかく  およ      しょうがいじ     ふくし   けいかく       ぶぶん                                     ねんご          みなお              じっし  

                                だい     き                        しんこう   かんり       しんちょく      ひょうか　　　　　　     しさく       じぎょう       ひつようせい       けんとう      じぎょう  き

   ぼ         きかん                  み  なお                            しゃかいじょうせい                            へんか       ともな   あたら          かだい       じゅうなん      たいおう

              しさく         さいこうちく                 あわ             じっし

          よこはまし                  こべつ        ほうりつ       こんきょ                 ふくし     ほけん  とう       ぶんや  べつ  けいかく                                           ちいき  ほうかつ

       けいかく      よこはまし    こうれいしゃ   ほけん   ふくし    けいかく     かいご    ほけん   じぎょう  けいかく     にんちしょう   しさく   すいしん  けいかく             けんこう よこはま

                    よこはまし    こ                 こそだ        しえん   じぎょう けいかく            よこはまし   じゅうせいかつ  きほん けいかく            よこはまし  きょういく しんこう   きほん

 けいかく                                                 くわ                                      ほけん  いりょう                                    よこはまし    どくじ           ほけん   いりょう   しさく

 かん           そうごうてき       けいかく

                         よこはまし     ちいき   ふくし    ほけん  けいかく               ちいき          してん             こうれいしゃ    しょうがいしゃ     こ                わかもの とう      たいしょう

  しゃ           ほけん        けんこう      かん             ぶんや  べつ けいかく      きょうつう            りねん      ほうしん およ      とりくみ   すいしん        ほうこうせい とう        めいじ

        たいしょう しゃ ぜんたい       ちいき   せいかつ      じゅうじつ    はか                       めざ                                           じゅうみん    じぎょうしゃ  およ      こうてき   きかん

       きょうどう             きほんてき         じこう         おうだんてき       しめ                          ちいき                        てんかい      そうかつ            やくわり       は

           ぶんや  べつ けいかく      かか            じぎょう        ちいき  かつどう   しえん             ちいき    ふくし    ほけん  けいかく      そうご         れんけい          とりくみ       すす

                          たいしょうしゃ        ちいき  せいかつ      じゅうじつ    はか
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めいしょう こんきょほう

名称
 よこはまし   ちいき    ふくし   ほけん けいかく

根拠法

横浜市地域福祉保健計画 

けんこうよこはま

健康横浜２１ 

  よこはまし  こ                こそだ         しえん じぎょう けいかく

横浜市子ども・子育て支援事業計画

      よこはまし じゅうせいかつ きほん けいかく

☆横浜市住生活基本計画 

☆横浜市教育振興基本計画 
      よこはまし   いぞんしょうたいさく   ちいき   しえん けいかく    かしょう

   れいわ ねんど さくていよてい
☆横浜市依存症対策地域支援計画（仮称）
※令和3年度策定予定

                     ほけん いりょう

よこはま保健医療プラン ― 

       よこはまし     しか   こうくう  ほけん  れいわ      ねんど            れいわ       ねんど

     とりくみ      だい     き  けんこうよこはま                             よこはまし     しか   

     こうくう   ほけん すいしんけいかく      さくてい      む

☆横浜市歯科口腔保健令和３年度から令和４年度の
　取組～第３期健康横浜２１における横浜市歯科
　口腔保健推進計画の策定に向けて～

                     ちいき ほうかつ          けいかく

    よこはまし  こうれいしゃ   ほけん  ふくし  けいかく    かいご   ほけん  じぎょう けいかく

   にんちしょう しさく  すいしん けいかく

よこはま地域包括ケア計画 
（横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・
 認知症施策推進計画） 

しゃかい  ふくし  ほう

社会福祉法

けんこうぞうしんほう

健康増進法 

 こ                こそだ        しえん ほう

  じせだい   いくせい  しえん  たいさく すいしんほう

子ども・子育て支援法

次世代育成支援対策推進法  
じゅうせいかつ きほん ほう

住生活基本法 

きょういく きほん ほう

教育基本法 
いぞんしょう たいさくそうごう  しえん  じぎょう  じっし   ようこう

  くにようこう
依存症対策総合支援事業実施要綱
（国要綱）

  よこはまし    しか    こうくう  ほけん       すいしん

かん         じょうれい
横浜市歯科口腔保健の推進に
関する条例 

ろうじん  ふくし  ほう

かいご    ほけん ほう

老人福祉法

介護保険法  

       よこはましきょういくしんこう  きほん  けいかく

☆：第４期プランから新たに取り上げた計画
         だい     き　　　　　　　　　   あら            と　　　あ　　　　けいかく

……プランの内容を別の切り口から要約・抜粋したものなど、内容に密接な説明文。

……プランの記載の各事業の事例紹介や、内容を深めるための囲み記事。
 きさい      かくじぎょう     じれいしょうかい        ないよう    ふか                       かこ        きじ

                    ないよう　  べつ       き     くち          ようやく   ばっすい                                ないよう     みっせつ     せつめいぶん

横浜市では、障害施策に関わる中長期的な計画である「障害者プラン」（以下「プラン」という。）

を、平成16年度に策定しました。その後、21年度に「第２期プラン」、27年度に「第３期プラン」を策

定し、障害者が自己選択・自己決定のできる社会の構築という視点を中心に、施策を推進してき

ました。

このプランは、次の三つの法定計画（策定するよう法令で決められている計画）の性質を持つ計

画です。

一つ目は、「障害者基本法」に基づく、障害者に関する施策の方向性等を定める基本的な計画

である「障害者計画」です。二つ目は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（障害者総合支援法）」に基づき、障害福祉におけるサービスごとに、必要な利用の見込

み量を定め、その円滑な実施の確保を進めていくことを定める「障害福祉計画」です。三つ目は、

「児童福祉法」に基づく、障害児福祉におけるサービスごとに、必要な利用の見込み量を定め、そ

の円滑な実施の確保を進めていくことを定める「障害児福祉計画」です。

第４期プランも、引き続き、横浜市の施策と、国が定める障害福祉サービスの連携を図っていく

必要があることから、この三つの計画を一体的に策定します。

障害のあるなしにかかわらず、全ての市民が、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個

人として尊重されることを前提に、障害のあるなしによって分け隔てられることなく、相互に人格と

個性を尊重し合いながら暮らすことのできるまちを実現していくことが必要です。

そのため、第４期プランでは、「障害のある人もない人も、誰もが人格と個性を尊重し合いなが

ら、地域共生社会の一員として、自らの意思により自分らしく生きることができるまちヨコハマを目

指す」を基本目標として掲げました。また、基本目標の実現に向け必要な７つの視点を設定し、本

市における障害福祉施策をしっかりと進めていきます。

第３期プランは、平成27年度（2015年度）から令和２年度（2020年度）までの６年間を計画期

間として策定しました。

また、中間期である平成29年度末（2017年度末）には、「障害福祉計画」部分について、３年を

１期として作成することとしている「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を

確保するための基本的な指針」（国が障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定に関して定めた

もの）に 基づく見直しのほか、児童福祉法の改正に伴う「障害児福祉計画」の一体的策定を行う

とともに、プラン全体の振り返りと後期３年間の方向性をまとめた改訂版を策定しました。

第４期プランについても、第３期プランと同じく、中長期的なビジョンを持って施策を進めていくた

めに、計画期間を６年間として策定します。

また、障害福祉計画及び障害児福祉計画の部分については、３年後に見直しを実施します。そ

のほかにも、第４期プランの進行管理や進捗を評価し、その施策・事業の必要性の検討、事業規

模や期間などを見直すとともに、社会情勢やニーズの変化に伴う新しい課題に柔軟に対応するた

めの施策の再構築なども併せて実施します。

横浜市では、個別の法律を根拠とする福祉保健等の分野別計画として、「よこはま地域包括ケ

ア計画（横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画・認知症施策推進計画）」、「健康横浜

21」、「横浜市子ども・子育て支援事業計画」、「横浜市住生活基本計画」、「横浜市教育振興基本

計画」があります。これに加えて、「よこはま保健医療プラン」という横浜市独自の保健医療施策に

関する総合的な計画があります。

また、「横浜市地域福祉保健計画」は、地域の視点から高齢者、障害者、子ども・若者等の対象

者や、保健や健康に関する分野別計画に共通する理念、方針及び取組推進の方向性等を明示

し、対象者全体の地域生活の充実を図ることを目指しています。また、住民、事業者及び公的機関

が協働する基本的な事項を横断的に示すことで、地域における展開を総括する役割を果たしま

す。分野別計画に掲げた事業や地域活動支援は、地域福祉保健計画と相互に連携して取組を進

めることで対象者の地域生活の充実を図っていきます。

このように、障害のあるなしにかかわらず、地域での生活を支援するためには、人々の暮らしの

場である地域において、様々な取組をそれぞれの関係性や相互のつながり、取組全体の方向性、

連続性といった視点でとらえ、それぞれを関連付けて行うことが必要です。

施策の展開に当たっては、関係するそれぞれの分野別計画が、有機的に連動していくことによっ

て、一層の効果が上がってきます。

行政分野ごとの専門性を充実させ、質の高い施策を展開していくとともに、関連する分野を意

識し、整合性を図りながら一体的に推進していきます。

トピック

コラム

本プランでは、各所にトピックやコラムを掲載しています
ほん                                  かく しょ                                                           けいさい

                                   しょうがい                                                                ちいき             せいかつ        しえん                                     ひとびと       く

    ば                   ちいき　　　                  さまざま　　 とりくみ                                  かんけいせい       そうご                                 とりくみ  ぜんたい       ほうこうせい

   れんぞくせい                     してん                                                    かんれん  づ          おこな                   ひつよう 

          しさく        てんかい       あ                         かんけい                                       ぶんやべつ   けいかく            ゆうきてき       れんどう

           いっそう       こうか          あ

       ぎょうせい  ぶんや                  せんもんせい      じゅうじつ             しつ       たか        しさく        てんかい                                          かんれん             ぶんや        い

  しき         せいごうせい      はか                     いったいてき      すいしん
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コラム

2015（平成27）年９月、国連サミットで採択された国際的な目標が、ＳＤＧｓ（Sustain-

able Development Goals（持続可能な開発目標））と呼ばれるものです。2030（令和

12）年をゴールとして、持続可能な社会をつくるための17個の目標が設けられています。

横浜市は、平成30年に策定した「横浜市中期４か年計画（2018～2021）」で、ＳＤＧｓを

意識してあらゆる施策に取り組むこととしています。

また、ＳＤＧｓの特徴のひとつである「誰一人として取り残さない」という理念は、「障害のあ

る人もない人も、誰もが人格と個性を尊重し合う地域共生社会を目指す」という第４期プラ

ンの基本目標にも当てはまります。そのため、第４期プランについても、ＳＤＧｓを意識して推進

していきます。

横浜市は、平成30年に国から「ＳＤＧｓ未来都市」に選ばれました。様々な取組から一つ、

障害のある人たちが製作する横浜産の木のストロー『ＳＤＧｓストロー・ヨコハマ』の取組を紹

介します。

ＳＤＧｓを踏まえた計画の推進
えすでぃーじーず            ふ                           けいかく           すいしん

ＳＤＧｓ未来都市・横浜の取組事例  ～ヨコハマ・ウッドストロープロジェクト～
えすでぃーじーず  みらい   とし       よこはま       とりくみ   じれい

▲ＳＤＧｓの目標のアイコンとロゴ
えすでぃーじーず  もくひょう

                          へいせい           ねん   がつ    こくれん                         さいたく                 こくさいてき       もくひょう     えすでぃーじーず    さすてぃなぶる

                        でべろっぷめんと              ごーるず       じぞく    かのう        かいはつもくひょう            よ                                                             れいわ

            ねん                                       じぞく   かのう       しゃかい                                            こ      もくひょう     もう

          よこはまし          へいせい        ねん      さくてい               よこはまし   ちゅうき          ねん けいかく                                                 えすでぃーじーず

    いしき                                しさく         と       く

                 えすでぃーじーず  とくちょう                                       だれ  ひとり                  と     のこ                                   りねん           しょうがい

       ひと               ひと        だれ           じんかく       こせい      そんちょう      あ        ちいき きょうせいしゃかい         めざ                         だい     き

             きほんもくひょう            あ                                                         だい    き                                           えすでぃーじーず  いしき            すいしん

         よこはまし           へいせい        ねん     くに            えすでぃーじーず みらい   とし            えら                            さまざま       とりくみ           ひと

 しょうがい               ひと                せいさく           よこはまさん        き                         えすでぃーじーず                                                 とりくみ     しょう

 かい
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第３期プランに引き続き、施策分野別や障害の種別にまとめた行政や支援者の立場に立った視点

を基にした構成ではなく、障害のある人が日常生活を送る上での視点に立った枠組みを設定しまし

た。

第４期プランでは、日常生活の場面を４つに分けて考えました。また、「普及啓発や権利擁護、人

材確保など特定の生活場面に限定できないものが大切だ」という意見を受け、「様々な生活の場

面を支えるもの」を１つにまとめました。

このプロジェクトは、ストローという身近なものを通して、一人ひとりがＳＤＧｓを実感・体感

し、具体的な行動につなげていくというプロモーション効果も期待しています。海洋プラスチッ

クごみ問題や、水源林の保全、温暖化対策という社会問題について広く普及啓発を行うこと

が、障害のある人の雇用促進や障害者雇用についての普及啓発にもつながっています。そ

のため、障害福祉施策だけでは情報を届けにくい層に対する普及啓発などの新たな切り口

から、障害福祉の推進が図られています。

横浜市が保有する水源林の間伐材を原材料とし、市内の障害者地域作業所や市

内企業の特例子会社等で障害のある人たちが木のストロー『ＳＤＧｓストロー・ヨコハ

マ』を製作しています。

横浜市は、市内の飲食店・ホテル等への利用促進を図るとともに、市外への普及・

展開も促進しています。

海洋プラスチックごみ問題をきっかけに、障害者の活躍の場を創出し、脱炭素社

会の実現、森林環境の保全にも寄与する新たなビジネスモデルを創出しています。

❸計画の構成
けい    かく              こう   せい

ヨコハマ・ウッドストロープロジェクト

▶
作業所の様子（左）
ウッドストロー（右）

さぎょうしょ        ようす   ひだり

                                  みぎ　　

▲ＳＤＧｓのアイコン
えすでぃーじーず

　　   よこはまし          ほゆう            すいげんりん     かんばつざい     げんざいりょう             しない       しょうがいしゃ  ちいき   さぎょうしょ       し

 ない きぎょう       とくれい   こがいしゃ  とう      しょうがい              ひと                  き                         えすでぃーじーず

              せいさく

　　    よこはまし           しない       いんしょくてん                  とう             りよう   そくしん     はか                            しがい             ふきゅう

 てんかい      そくしん

       かいよう                                         もんだい                                 しょうがいしゃ      かつやく        ば     そうしゅつ        だつ  たんそ  しゃ

 かい      じつげん   しんりんかんきょう      ほぜん              きよ              あら                                                 そうしゅつ

        だい     き                       ひ      つづ         しさく    ぶんや  べつ     しょうがい     しゅべつ                        ぎょうせい       しえんしゃ         たちば         た            してん

       もと                こうせい                      しょうがい                ひと      にちじょうせいかつ     おく      うえ            してん         た             わく ぐ           せってい

   

        だい      き                               にちじょうせいかつ       ばめん                       わ           かんが                                     ふきゅうけいはつ        けんり    ようご      じん

   ざい かくほ              とくてい       せいかつ  ばめん       げんてい                                        たいせつ                        いけん         う             さまざま      せいかつ        ば

  めん      ささ

                                                                                       みぢか                      とお              ひとり                    えすでぃーじーず   じっかん   たいかん

           ぐたいてき       こうどう                                                                                     こうか       きたい                             かいよう

                 もんだい         すいげんりん       ほぜん      おんだんかたいさく                  しゃかいもんだい                      ひろ    ふきゅう けいはつ    おこな

         しょう がい               ひと       こよう   そくしん      しょうがいしゃ  こよう                             ふきゅう けいはつ                    

                    しょうがい ふくし   しさく                        じょうほう     とど                   そう      たい          ふきゅう けいはつ                 あら            き      くち

              しょうがい ふくし       すいしん       はか
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ぶん　　るい ない　　よう

分　類

様々な生活の場面を支えるもの

生活の場面１　住む・暮らす

生活の場面２　安全・安心

生活の場面３　育む・学ぶ

生活の場面４　働く・楽しむ

普及啓発、人材確保・育成、権利擁護、相談支援

住まい、暮らし、移動支援、まちづくり

健康・医療、防災・減災

療育、教育

就労、日中活動、スポーツ・文化芸術

さまざま      せいかつ      ばめん      ささ

せいかつ       ばめん           す          く

せいかつ       ばめん         あんぜん  あんしん

せいかつ       ばめん        はぐく       まな

せいかつ       ばめん        はたら      たの

 ふきゅうけいはつ    じんざい かくほ     いくせい    けんり   ようご     そうだん  しえん

  す                く               い どう  しえん

 けんこう    いりょう   ぼうさい   げんさい

りょういく きょういく

しゅうろう にっちゅうかつどう                           ぶんかげいじゅつ

内　容

こうして、計５つの分野に障害福祉に関する施策・事業を分類しました。

また、様々な施策・事業をつなぎ合わせ、障害のある人を地域で支えるための基盤を整備する

取組として進めている「地域生活支援拠点機能」と「精神障害にも対応した地域包括ケアシステ

ム」については、別にまとめ、将来像とそれに向けた取組を総合的に記載しました。

障害福祉施策に関わる大きな流れとしては、平成19年９月に署名をした「障害者の権利に関す

る条約（障害者権利条約）」への対応があります。22年には、「相互に個性の差異と多様性を尊重

し、人格を認め合う共生社会の実現」を掲げることや、その考えを基にした「障害者制度改革の基

本的方向と今後の進め方」や「横断的課題における改革の基本的方向と今後の進め方」が閣議

決定されました。

そして、障害者権利条約の趣旨に沿った施策の推進を図るため、「障害者基本法」が差別の禁

止や防災及び防犯などを盛り込んだ改正となり、23年８月に施行されました。

また、24年６月に、虐待を発見した人の通報を義務付け、自治体などが調査・保護を行う仕組

みの構築など、障害者に対する支援のための措置を盛り込んだ「障害者虐待の防止、障害者の養

護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止法）」が成立しました。そして、25年６月には、

障害者への差別的取扱いの禁止について、自治体・民間事業者ともに法的義務を設け、合理的

配慮の不提供の禁止を、自治体には法的義務、民間事業者には努力義務として盛り込んだ「障害

を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」が制定されました。

さらに、差別を解消するための具体的な対応として、政府全体の方針である差別の解消の推進

に関する基本方針が閣議決定されたほか、国や地方公共団体等では、各機関における取組に関

する対応要領（ガイドライン）が策定されました。このように、近年は「障害者基本法」のほかにも多

くの法整備が行われました。

こうした法整備を受け、26年１月には障害者権利条約を批准し、障害者の権利の実現に向け

た取組を一層強化するための歩みを始めました。

（1）地域共生社会の実現に向けて
  ちいき きょうせいしゃかい       じつげん       む

❹国の動向
くに             どう    こう

                             けい                ぶんや        しょうがい  ふくし      かん            しさく       じぎょう      ぶんるい    

                     さまざま        しさく       じぎょう                        あ               しょうがい                ひと        ちいき        ささ                             きばん         せいび

   とりくみ                すす                          ちいき  せいかつ   しえん   きょてん   きのう             せいしんしょうがい           たいおう             ちいき   ほうかつ

                                       べつ                       しょうらいぞう                      む             とりくみ       そうごうてき        きさい

        しょうがい ふくし    しさく        かか           おお          なが                            へいせい         ねん    がつ     しょめい                   しょうがいしゃ        けんり       かん

       じょうやく   しょうがいしゃ  けんり  じょうやく                たいおう                                     ねん                  そうご          こせい          さい          たようせい       そんちょう

           じんかく     みと        あ      きょうせいしゃかい       じつげん        かか                                       かんが        もと                   しょうがいしゃ  せいど   かいかく       き

  ほんてき  ほうこう       こんご        すす      かた             おうだんてき   かだい                       かいかく         きほんてき    ほうこう       こんご        すす     かた           かくぎ

   けってい

                         しょうがいしゃ  けんり   じょうやく       しゅし         そ              しさく        すいしん      はか                      しょうがいしゃ   きほん  ほう           さべつ        きん

    し       ぼうさい およ      ぼうはん                  も       こ             かいせい                         ねん    がつ        しこう

                             ねん    がつ         ぎゃくたい     はっけん           ひと      つうほう         ぎむ     づ              じちたい                    ちょうさ        ほご        おこな       しく

              こうちく             しょうがいしゃ       たい            しえん                          そち          も       こ               しょうがいしゃぎゃくたい       ぼうし      しょうがいしゃ      よう

    ごしゃ        たい            しえん  とう      かん           ほうりつ   しょうがいしゃぎゃくたい  ぼうし  ほう             せいりつ                                               ねん    がつ

  しょうがいしゃ             さべつ  てき とりあつか            きんし                              じちたい        みんかん   じぎょうしゃ                 ほうてき   ぎむ         もう           ごうりてき

   はいりょ       ふていきょう         きんし              じちたい              ほうてき    ぎむ       みんかん じぎょうしゃ              ど りょく   ぎむ                  も        こ              しょうがい

         りゆう                  さ  べつ     かいしょう      すいしん     かん           ほうりつ   しょうがいしゃ   さべつかいしょうほう             せいてい

                           さべつ      かいしょう                             ぐたいてき        たいおう                   せいふ ぜんたい        ほうしん                  さべつ       かいしょう     すいしん

       かん            きほん   ほうしん        かくぎ    けってい                               くに       ちほう   こうきょうだんたいとう               かく  きかん                        とりくみ       かん

             たいおうようりょう                                        さくてい                                                         きんねん         しょうがいしゃ   きほん  ほう                              おお

            ほう   せいび      おこな

                           ほう  せいび         う                  ねん    がつ           しょうがいしゃ   けんり  じょうやく      ひじゅん        しょうがいしゃ        けんり         じつげん       む         

         とりくみ     いっそう きょうか                             あゆ          はじ
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令和２年 ６月

   

   

 

 

    

 

 

     

 

「障害者差別解消法」施行

●障害者差別の禁止、合理的配慮の提供義務 など

   しょうがいしゃ さべつ かいしょうほう   しこう

     しょうがいしゃ さべつ         きんし     ごうりてき   はいりょ     ていきょう ぎむ

「障害者の雇用の促進等に関する法律（改正障害者雇用促進法）」一部施行

●雇用分野における障害者差別の禁止、合理的配慮の提供義務 など

  しょうがいしゃ       こよう        そくしんとう     かん          ほうりつ   かいせいしょうがいしゃ こよう  そくしん ほう      いちぶ    しこう

        こよう   ぶんや                      しょうがいしゃさべつ       きんし       ごうりてき  はいりょ     ていきょう  ぎむ

「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」改正

●自立生活援助や就労定着支援の創設、医療的ケア児支援の規定、障害児

　福祉計画の策定義務 など　※平成30年４月施行

 しょうがいしゃ そうごう  しえん  ほう   およ         じどう   ふくし  ほう   かいせい

        じりつ せいかつ えんじょ    しゅうろうていちゃく しえん     そうせつ     いりょうてき            じ  しえん        きてい     しょうがいじ

        ふくし けいかく      さくてい   ぎむ

改正「発達障害者支援法」施行

●社会的障壁の除去、切れ目のない支援などの理念への追加 など

かいせい  はったつしょうがいしゃ  しえん ほう      しこう

      しゃかいてきしょうへき     じょきょ      き       め                   しえん                  りねん             ついか

「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律（聴覚障害者等電話

利用円滑化法）」制定

●電話リレーサービスの制度化 など

  ちょうかくしょうがいしゃとう                でんわ        りよう       えんかつ か      かん          ほうりつ   ちょうかくしょうがいしゃとう でんわ

  りよう  えんかつ か  ほう     せいてい

       でんわ                                           せいど  か

「学校教育法」及び「著作権法」改正

●デジタル教科書の併用制 など

  がっこうきょういくほう   およ        ちょさくけん ほう   かいせい

                           きょうかしょ      へいようせい

「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（読書バリアフリー法）」

制定、施行

●計画策定の努力義務 など

     しかくしょうがいしゃ とう     どくしょかんきょう       せいび      すいしん     かん           ほうりつ    どくしょ                              ほう

 せいてい    しこう

      けいかく さくてい      どりょく    ぎむ

「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律（障害者文化芸術推進法）」

制定、施行

●計画策定の努力義務 など

  しょうがいしゃ               ぶんかげいじゅつかつどう      すいしん    かん           ほうりつ   しょうがいしゃぶんかげいじゅつすいしんほう

 せいてい    しこう

      けいかく さくてい      どりょく   ぎむ

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」

（改正住宅セーフティネット法）制定

●セーフティネット住宅の登録制度、入居支援 など　※平成29年10月施行

   じゅうたく かくほ  よう はいりょしゃ     たい         ちんたいじゅうたく   きょうきゅう    そくしん      かん          ほうりつ

   かいせいじゅうたく                                    ほう   せいてい

                                           じゅうたく     とうろく せいど     にゅうきょ しえん                     

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」改正

（改正バリアフリー法）

●社会的障壁除去等の理念の明記 など　※平成30年11月施行

    こうれいしゃ   しょうがいしゃとう       いどう とう       えんかつか       そくしん     かん           ほうりつ  かいせい

   かいせい                              ほう

      しゃかいてきしょうへきじょきょ とう       りねん        めいき

 れいわ      ねん       がつ

令和元年 ６月
 れいわ がんねん       がつ

平成30年６月
へいせい       ねん     がつ

平成30年５月
へいせい       ねん     がつ

平成30年５月
へいせい       ねん     がつ

平成29年４月
へいせい       ねん     がつ

平成28年８月
へいせい       ねん     がつ

平成28年5月
へいせい       ねん    がつ

平成28年４月
へいせい       ねん     がつ

平成28年４月
へいせい       ねん     がつ

へいせい    ねん    がつしこう

へいせい    ねん    がつしこう

  へいせい    ねん  がつしこう

（2）近年の動向
きんねん      どうこう
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